
令和４年度　事業計画

Ⅰ　基本方針

　我が国は、少子高齢化と労働人口減少等により、担い手不足が問題となっており、国にお

いて、就労機会確保のための措置として６５歳から７０歳までの定年引上げや継続雇用制度

の導入が努力義務とされています。これら諸問題の解決のため高齢者の就業を推進する事は

喫緊の課題となっており、シルバー人材センターの社会的意義や役割は大きくなっています。

　しかしながら、昨年度も新型コロナウイルス感染症の影響による就業の中断や、縮小が継

続し、事業実績もコロナ前の状態には戻らない状況下にあり、高齢者の就業を促進していく

には、先が見通せない状況が続いています。

  このような社会情勢ではありますが、本年度においても引き続き高齢者の十分な就業機会

の確保と安心で安全な就業のための取組み並びに新規入会会員の拡大の取組みを実施してま

いります。

　また、市から指定管理者として管理していた龍ケ崎市駅東駐輪場並びに佐貫中央第１・第

２駐輪場については、令和４年度から３年間、契約を更新することができたところです。

　今後も、コロナ禍の中で業務を継続できる体制づくりを確保しながら、「自主・自立、協

働・共助」の基本理念のもと、龍ケ崎市をはじめ関係機関、民間事業所及び市民の皆様のご

理解とご支援をいただきながら、地域社会に貢献するシルバー人材センターとして充実・発

展を目指します。会員及び役職員が一丸となって以下の計画を実施してまいります。

Ⅱ　事業目標

　１　会員数　　　　　４９９人

　２　就業率　　　　　　８８％

　３　契約金額　　　　　　　　　　１７２，８５０千円

　　　　　　　内訳　本体事業　　　１３４，８５０千円

　　　　　　　　　　総合事業　　　　　３，０００千円

（介護予防・日常生活支援総合事業）

　　　　　　　　　　派遣事業　　　　３５，０００千円

Ⅲ　実施計画

１ 就業開拓提供事業

　　役職員が企業、家庭、公共団体等を訪問して積極的に就業開拓を行い、地域のイベント

　やショッピングセンターでリーフレット配布などを行います。受託した仕事は内容を確認

　し、会員の就業履歴、希望日程を調整しながら会員に提供します。

　　また、公共事業の更なる受注拡大について、シルバー人材センター協議会において協議

　を進めるとともに、空き家見守りサービス事業についても市との連携を強化します。

　　さらに、女性会員の就業の場を確保するため、龍ケ崎市と連携して高齢者の生活支援に

　関する介護予防・日常生活支援総合事業をより一層推進します。

　　その他、就業先からの請負以外の働き方として、一般労働者派遣事業の就業先の開拓、

　受注等の促進にも引き続き取り組みます。

２ 会員拡大の取組み

　　女性会員を含めた会員数の拡大の取組みについては、会員アンケート調査の結果等も踏

　まえ、新たな就業機会の確保に努めると共に、周知活動・広報の拡充などを行い会員の拡

　大に取り組んでまいります。併せて、会員の退会抑制についても取り組んでまいります。



３ 調査研究事業

　　会員の安全・適正な就業のための調査や新たな就業分野については、各委員会において

　調査研究等を実施し、その結果を踏まえて就業機会の増や就業の質の向上に努め、多くの

　市民が入会しやすい就業環境の改善に一層に努めます。

４ 相談事業

　　入会を希望する市内の高齢者を対象として毎月２回の入会説明会の他、土・日曜日の休

　日開催や女性限定などの入会説明会を必要に応じて開催します。

　　会員の就業については、随時、職員が相談に応じます。また、ワークシェアリング開催

　時には相談コーナーを設置して対応します。

５ 研修・講習事業

　　会員や市内在住の高齢者を対象に、就業に必要な知識、技能等を修得するため講習会等

　を開催します。

　　また、茨城県シルバー人材センター連合会等が主催する研修会等に積極的に参加します。

６ 普及啓発事業

　　役員及び委員が積極的にシルバー人材センター事業の周知に努めることにより、地域社

　会に理解と協力を求め、高齢者が活動しやすい環境作りを目指します。

　　会報りゅう～及びシルバーだよりでの啓発活動のほか、ホームページを活用し、就業に

　関する情報提供等を行うと共に、市民にはセンターで受託できる仕事の紹介や仕事を依頼

　しやすい環境の整備に努めます。

　　１０月のシルバー事業普及啓発促進月間を中心に「自主・自立、共働・共助」の仕組み

　を広くかつ正しく地域社会に浸透させるためのＰＲ活動を行います。

７ 安全・適正就業推進事業

　　当センターでは、毎月１５日を「安全の日」と独自に定め、事故防止のために安全パト

　ロールを実施して安全・適正就業の指導等に取り組みます。

　  会員の就業にあたり、その能力と体力に見合った仕事を安全かつ適正にできるようにす

　ることが最重要課題です。

    安全就業は、前年度に一部改正した安全就業基準の周知及び会報紙やリーフレット配布

  による意識の醸成を図ります。

　  適正就業は、「シルバー人材センターの適性就業ガイドライン」にもとづいて契約内容

　等の再点検を行い、適性就業に取り組みます。

　　公平な就業機会の確保は、会員の就労意欲の向上や未就労会員の就労という観点からも

　非常に重要です。当センターでは、年２回ワークシェアリングを開催し、会員の就労意思

　の確認と公平な就業機会の確保に努めます。今年度は、継続就業について重点的に取り組

　みます。

　　令和２年度において開催できなかった３回目となる「龍ケ崎市ＳＣ版安全・適正就業推

　進大会」を開催し、安全適正就業の意識向上に努めます。

８ その他事業の目的を達成するために必要な活動

　　会員活動では、コロナ禍における新しい生活様式を踏まえて、可能な限り地域班や職種

　班等を通して会員の自主的・自発的な活動を推進します。

　  また、会員による自主的組織として既存のゴルフ会・旅行会・ウォーキング会の他、令

　和３年に立ち上げた手芸サークル活動を始め、独自事業に繋がることが期待される新たな

  自主的組織づくりを引き続き支援します。

　  令和５年１０月から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式（イ



　ンボイス制度）が導入されます。当センターでは、制度の導入に際し、県シ連とも連携し

　必要な準備作業を行ってまいります。

Ⅳ　法人管理事業

  1 公益法人制度への対応

　  公益法人として、その目的、果たすべき役割、関係法令等を踏まえ、適正な公益事業運

　営を推進してまいります。

  ２ 諸会議の開催

　（１）定時総会　令和４年６月１６日（木）市文化会館小ホール

　（２）理事会　　第１回　令和４年　５月１９日（木）

　　　　　　　　　第２回　令和４年　８月　　日（　）

　　　　　　　　　第３回　令和４年１２月　　日（　）

　　　　　　　　　第４回　令和５年　３月　　日（　）

　３　委員会の開催

　　　理事会運営を効率的に進めていくため、総務・女性活躍・安全就業の３つの専門委員

　　会を設置し、第３次中長期計画の目標達成に向けて専門的に取組みます。

　（１）第１回各委員会　令和４年４月

　　　　その後必要に応じて各委員会開催（計４回程度開催）

　　　　合同委員会　令和４年７月１日（金）

　４　研修等の開催
　　　全国シルバー人材センター事業協会や茨城県シルバー人材センター連合会と引き続き
　　密接な連携を図り、情報の収集・交換に努めるとともに研修会や講習会等には積極的に
　  参加し、役職員及び会員の資質の向上に努めます。


